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（
現
存
の
水
利
組
合
等
）

第
九
条
　
水
利
組
合
法
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
普
通
水
利
組
合
又
は
普
通
水
利
組
合
れヽ
んヽ
合
に
つ
い
て
は
、
第

二
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
並
び
に
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
五
条
第
三
項
中
「
総
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
組
合
会
」
と
、
「
総
組
合
員
の
三
分
の
二
以
上
が
出
席
し
、

そ
の
議
決
権
の
三
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
議
員
定
数
の
三
分
の
二
」
と
読
み
替
え
る
。

第
十
条
　
水
利
組
合
法
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
こ
の
法
律
施
行
の
際
現
に
存
す
る
水
害
予
防
組
合
で
かヽ
んヽ
がヽ
いヽ

排
水
に
関
す
る
事
業
を
兼
営
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
同
法
第
九
条

第
一
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
他
の
法
令
中
の
水
利
組
合
に
関
す
る
規
定
の
読
替
）

第
十
一
条
　
他
の
法
令
中
「
水
利
組
合
」
と
あ
る
の
は
、
政
令
で
特
別
の
定
を
す
る
場
合
を
除
い
て
、
「
水
害
予
防

組
合
」
と
読
み
替
え
る
。

（
農
業
用
の
施
設
等
に
関
す
る
協
議
請
求
）

第
十
二
条
　
土
地
改
良
区
又
は
土
地
改
良
区
連
合
は
、
こ
の
法
律
施
行
後
そ
の
事
業
を
完
了
し
た
耕
地
整
理
組
合
若

し
く
は
耕
地
整
理
組
合
れヽ
んヽ
合
会
又
は
北
海
道
土
功
組
合
、
普
通
水
利
組
合
若
し
く
は
普
通
水
利
組
合
れヽ
んヽ
合
に

対
し
、
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業
の
完
了
の
時
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
者
の
所
有
し
、
又
は
管
理

し
て
い
た
かヽ
んヽ
がヽ
いヽ
排
水
施
設
、
農
業
用
道
路
そ
の
他
の
農
地
の
保
全
又
は
利
用
上
必
要
な
施
設
で
そ
の
土
地
改

良
区
又
は
土
地
改
良
区
連
合
の
地
区
内
に
あ
る
も
の
の
譲
渡
又
は
移
管
に
関
す
る
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
協
議
が
と
と
の
わ
な
い
と
き
に
は
、
都
道
府

県
知
事
は
、
当
事
者
又
は
そ
の
一
方
の
申
請
に
よ
り
、
当
事
者
の
意
見
を
き
き
、
当
該
施
設
を
所
有
し
、
又
は
管

理
す
る
者
に
対
し
て
条
件
を
定
め
て
そ
の
施
設
の
譲
渡
又
は
移
管
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
又
は
移
管
の
命
令
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
事
者
間
に
第
一
項
の
協
議
が
と
と
の
つ
た

も
の
と
み
な
す
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
取
消
又
は
変
更
を
求
め
る
訴
は
、
そ
の
命
令
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
を
経
過

し
た
と
き
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
　
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
第
一
項
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
土
地
改
良
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


